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会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意

しておりますが、時間の関係上原稿校正は初校しか

できなく、誤字、脱字がありますことを深くお詫び

申し上げます。

まことに恐れ入りますが、ご了承のうえご判読い

ただきたくお願いいたします。

福島町議会議長 溝 部 幸 基
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提出案件及び議決結果表

議案番号 件 名 議決月日 議決結果

２８ 福島町水産物荷捌施設条例の制定について 11月６日 原案可決

２９ 平成２１年度福島町一般会計補正予算（第６号） 11月６日 原案可決

３０ 平成２１年度福島町水道事業会計補正予算（第４号） 11月６日 原案可決



－ 1 －

平成２１年度

福 島 町 議 会 定 例 会 １１ 月 会 議

平成２１年１１月６日（金曜日）第１号

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 諸般の報告

日程第３ 議案第28号福島町水産物荷捌施設条例の制定について

日程第４ 議案第29号 平成２１年度福島町一般会計補正予算（第６号）

日程第５ 議案第30号 平成２１年度福島町水道事業会計補正予算（第５号）

日程第６ 発議第１号 福島町議会基本条例の一部改正について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 諸般の報告

日程第３ 議案第28号福島町水産物荷捌施設条例の制定について

日程第４ 議案第29号 平成２１年度福島町一般会計補正予算（第６号）

日程第５ 議案第30号 平成２１年度福島町水道事業会計補正予算（第５号）

日程第６ 発議第１号 福島町議会基本条例の一部改正について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 溝 部 幸 基 副議長 １１番 金 沢 秀 一

１番 佐 藤 卓 也 ２番 川 村 明 雄

３番 新 山 大 吉 ４番 木 村 隆

５番 加 藤 雅 行 ６番 杉 村 志 朗

７番 佐 藤 孝 男 ８番 藤 山 大

９番 平 野 隆 雄 １０番 滝 川 明 子

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎欠席議員（０名）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎出席説明員

町 長 村 田 駿 副 町 長 竹 下 泰 弘

総務課長兼総務グループ参事 川 岸 勤 財務課長兼財務グループ参事兼税務グループ参事 花 田 春 夫

出 納 室 長 本庄屋 誠 町民課長兼福祉グループ参事 鳴 海 清 春

産業課長兼水産グループ参事 三 鹿 菊 夫 建設課長兼建設グループ参事兼水道グループ参 事 横 内 俊 悦

監 査 委 員 花 田 修 一 監査委員補助職員 （石 堂 一 志）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎職務のため議場に出席した議会事務局職員
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議会事務局長 石 堂 一 志 議会グループ総括主査 前 田 勝 広

議会グループ主事 澤 田 元 気 議会グループ書記 鳴 海 千 草

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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（開会 １０時００分）

――――――――――――――――――――

◎開 会 ・ 開 議 宣 告

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） おはようございます。

ただいまから平成２１年度福島町議会定例会１

１月会議を開会いたします。

直ちに、本日の会議を開きます。

日程に入る前に村田町長より申し出があります

のであいさつを行います。

村田町長。

――――――――――――――――――――

◎町 長 あ い さ つ

――――――――――――――――――――

○町長（村田駿） 改めておはようございます。

平成２１年度福島町議会定例会１１月会議の開

催にあたり一言ごあいさつ申し上げます。議員の

皆さまにおかれまして何かとお忙しい中でのご出

席誠にありがとうございます。

本１１月会議に提案しております案件は、３件

でございます。まず、１件目の案件の水産物荷捌

施設条例の制定につきましては、当初１２月会議

での提案を予定しておりましたが建設工事も順調

に推移し、完成が１１月中旬の見通しとなり、早

期に供用開始が出来る状況になりましたので、今

議会に提案するものでありますのでよろしくお願

い申し上げます。

次に一般会計補正予算でありますが総合開発審

議会及び町づくり推進委員会において開始回数の

増による報酬、旅費追加補正と、国において平成

２１年度の新型インフルエンザワクチンに関する

事業実施内容が決定され優先的接種対象者及び接

種時期等が確定しましたので、予防接種費用軽減

事業に関する補正でありますが国の費用助成を加

え、一部町負担での接種費用負担の軽減措置を実

施するための補正内容となっております。

また、町営住宅三岳団地１号棟１０３号室で９

月１日発生のボイラー排気管異常過熱発火事故に

伴い閉鎖状況となっている当住宅の火災復旧工事

費の補正であります。事故原因は現在も究明中で

ありますが設計業者より最終の調査報告書が提出

されましたら議会に報告をしてまいります。

次に水道事業会計の補正予算は、福島川改修事

業に掛かる吉田橋架け替え工事に伴い支障となる

水道配水管を福島大橋へ移設するための実施設計

委託料が主な予算補正となっております。

また、今回の提案に関係しておりませんが先の

９月会議で補正いただきました子育て応援特別手

当につきましては、１２月支給に向け準備を進め

ておりましたが１０月１５日付けの通知で、国は

国庫支出を執行停止といたしました。同手当は、

経済危機対策に基づき幼児期の子育て負担の軽減

を図ることを目的としており、経済情勢が依然と

して厳しい中、手当支給世帯の期待は非常に大き

いものがあります。私としましては、歳入での事

業交付金の受け入れはありませんが、町費での単

独支給を行う考えでおりますので、何とぞご理解

のほどよろしくお願いいたします。

次に聴覚障害にかかる重度医療助成金の返還金

に関してでありますが、道の方針決定を受けて１

０月１６日から順次受付を始め、３４人全員から

福祉サービス返還の申し出書を受理しております。

返還金については返還の額を８１１万５,７０５

円とし、対象者３３人の内２０人が年度内に完納

する予定で残り１３人については、誓約書により

最長５年を目処に計画的に納めて頂く事としてお

ります。また、道への返還金に関しては、今年度

町へ納付のあった額の２分の１を今年度交付予定

の補助金から差し引きする相殺方法に変更となり

ました事をご報告させていただきます。

議案の内容につきましては、この後担当課長よ

り詳しく説明をさせますので、ご審議をいただき

議決賜りますようお願い申し上げまして私のあい

さつといたします。

よろしくお願い申し上げます。

○議長（溝部幸基） 村田町長のあいさつが終

わりました。

――――――――――――――――――――

◎会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

――――――――――――――――――――
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○議長（溝部幸基） 日程第１ 会議録署名議

員の指名を行います。

３番新山大吉議員、４番木村隆議員を指名いた

します。

――――――――――――――――――――

◎諸 般 の 報 告

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 日程第２ 諸般の報告を

行います。

議会運営委員会の報告を行います。

１０番滝川明子議会運営委員長。

○１０番（滝川明子） おはようございます。

本日開催の議会運営委員会の協議結果を報告致

します。

議事日程はお手元の通りでございます。審議日

数は、本日から１日を予定致しました。

皆さまにおかれましては、活発なご審議のうえ

議事運営にご協力を下さいますようお願い申し上

げまして報告といたします。

○議長（溝部幸基） 議会運営委員会の報告を

終わります。

本日の議事は、ただいま滝川議会運営委員長か

ら報告がありましたように進めてまいります。

次に、常任委員会の報告を行います。

最初に、９番平野隆雄総務教育常任委員長。

○９番（平野隆雄） 総務教育常任委員会所管

事務調査の内容についてご報告申し上げます。

調査事件は、第４次福島町総合開発計画後期実

施計画についてであります。町は、平成２２年度

から２６年度までの後期実施計画の策定を進めて

おり、議会として議会基本条例に基づく議会活動

の目標の具現化を図るため総合開発計画前期事業

を検証し、これまで４回の調査をしたところであ

ります。

なお、２回目の広報・広聴常任委員会を開催し、

関係団体との意見交換を通して団体の現状把握、

要望等を取りまとめ、現状の状況変化を考慮し、

最終的には本委員会として見直し、検討を加え現

行計画と比較して表形式で取りまとめております。

その結果における内容の詳細は、諸般の報告第１

号に記載されておりますのでご参照願います。

以上、総務教育常任委員会の報告を終ります。

○議長（溝部幸基） 次に、６番杉村志朗経済

福祉常任委員長。

○６番（杉村志朗） 報告をいたします。

平成２１年６月２９日より平成２１年１０月１

日まで４回の経済福祉常任委員会の活動報告を会

議条例第１４０条の規定により報告いたします。

諸報告第１号１２ページに記載しております調

査事件３産業施策の現状と課題について、１回目

６月２９日。２回目８月２５日については、９月

会議に中間報告を申し上げておりますので省略さ

せていただきます。３回目９月２４日、各委員か

ら事前集約した現総合開発計画の基本目標と主要

施策に関する意見交換を行いました。４回目１０

月１日、現総合開発計画の小項目の内、水産業、

農畜産業、林業、商業、工業、観光についての基

本目標と主要施策の見直しについて意見交換を行

いました。その結果、現総合開発計画の大項目の

内の６つの小項目に絞り込み、基本目標と主要施

策の方向について現行計画時からの状況変化を考

慮し、見直し、検討を進め議長に提出したもので

あります。

内容については、詳細に１２ページより２０ペ

ージに記載しておりますのでご覧ください。

以上で経済福祉常任委員会の報告を終わります。

○議長（溝部幸基） 常任委員会の報告を終わ

ります。

その他諸般の報告につきましては、既に印刷の

上皆さまにお手元に配布の通りでございますので

ご了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

――――――――――――――――――――

◎議案第２８号 福島町水産物荷捌

施設条例の制定について

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 日程第３ 議案第２８号

福島町水産物荷捌施設条例の制定についてを議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。
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三鹿産業課長。

○産業課長（三鹿菊夫） おはようございます。

説明の前に申し訳ございませんが字句の訂正を

お願いしたいと思います。定例会１１月会議の議

案の目次をお開き願いたいと思います。

上から３段目の福島町水産物荷捌施設管理条例

とありますが、管理を削除願いたいと思います。

そして福島町水産物荷捌施設条例の制定について

と訂正願いたいと思います。

それでは議案の説明をしますので、議案の１ペ

ージをお開き願います。

議案第２８号福島町水産物荷捌施設条例の制定

について。議案の内容をしますので、別冊の議案

説明書の１ページをお開き願います。

１.制定理由。水産物荷捌施設は、水産物の衛

生管理や鮮度保持を目的とし、魚価の安定向上を

目指し、消費者に安全な漁獲物を供給できる施設

として整備しております。当該施設の効率的かつ

適正な管理運営を図ることを目的に条例を制定す

るものであります。

なお、建設工事は、今年１２月１０日の契約工

期で進められておりましたが、進捗状況が順調に

推移し完成が１１月中旬の見通しとなり早期に供

用開始ができることとなりましたので、今議会に

提案するものであります。

２.施設の概要は、本体建物鉄骨平屋建２３０.

０平方メートル。ＦＲＰ水槽１トン水槽４基、２

トン水槽３基、８トン水槽１基の計８槽でありま

す。

３の管理運営の委託は福島吉岡漁業協同組合に

委託を予定してございます。

４の施行期日は交付の日から施行する事として

おります。２ページに管理規則を添付しておりま

すので審議の参考に願います。

なお、制定しようとする条文については、定例

会議案の１ページ、２ページに掲載してございま

す。

以上、簡単でありますが議案第２８号に係る提

案の説明を終わります。よろしくご審議のほどよ

ろしくお願いします。

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。

質疑を行います。

２番川村明雄議員。

○２番（川村明雄） ただいま三鹿課長、規則

の方は管理規則を添付しておりますので参考にと

言われましたので、規則の方は管理が入るという

理解でよろしいですね。

○議長（溝部幸基） 三鹿産業課長。

○産業課長（三鹿菊夫） ご質問のとおりでご

ざいます。

○議長（溝部幸基） その他質疑ございません

か。

１番佐藤卓也議員。

○１番（佐藤卓也） １番の３条に町長は、効

率的にこれを管理運営しなければならないとある

んですけれども、どのような形で効率的に管理運

営するのか教えていただければなと思うのですけ

れども。

○議長（溝部幸基） 三鹿産業課長。

○産業課長（三鹿菊夫） まず、遅滞のないよ

うに漁業協同組合と意思疎通を図りながら管理運

営をきちんと図って行きたいとそう思ってござい

ます。普段の管理運営を万全に期し、そして漁獲

物の円滑な流通、その他に対して図ってまいりた

いとそう思ってございます。

○議長（溝部幸基） 村田町長。

○町長（村田駿） 条例制定し、それから管理

規則については印刷してお手元に配布してござい

ます。その他管理を今度町の施設だからと言って

町が管理出来る訳でございませんので、漁業協同

組合の方と荷捌施設の管理運営委託業務契約、こ

れを締結しまして、本当であれば委託業務契約の

案を皆さん方の方に配布、事前にしてると非常に

もっと分かりやすいのかと思いますけども、そう

いう中で日常の管理から含んで組合の方に委託業

務の契約を締結いたしましてやはり組合において

はやはり自分の施設と思うぐらいの適正な管理を

していただきたいというようなそういうような内

容になってございます。また、破損等にかかるそ
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れらの事についてはまた別に覚書きの中で組合の

方とも協議してこれから取り決めをして行きたい

と。そういう考え方でございます。

○議長（溝部幸基） １番佐藤卓也議員。

○１番（佐藤卓也） そうするとこの施設は、

組合の物ではなくて当然町民の物という風な考え

でやっていただくという事で、その委託業務契約

を結ぶ訳でありまして、ですからしっかりと町長

はと書いてありますので管理運営していただけれ

ばとそういう風に思います。

○議長（溝部幸基） その他。

４番木村隆議員。

○４番（木村隆） 今の１番議員さんの質問に

付随しますけども、議案の２ページに第４条１項

に地域住民という言葉があります。具体的に地域

住民が利用者という風に書いてますけども、どの

ような事なんでしょうか。

○議長（溝部幸基） 三課産業課長。

○産業課長（三鹿菊夫） 地域住民とは員外者、

有業者そして地元仲買人、そして女性部活動等で

使用する物を想定してございます。

○議長（溝部幸基） その他質疑ございません

か。

１１番金沢秀一議員。

○１１番（金沢秀一） 第３条には荷捌施設を

常に良好な状態において効率的にこれを管理運営

をしなければならいと。それで第５条の方には荷

捌施設の善良な管理をしなければならないと。こ

の意味がちょっとどういう意味なのかよく悪質と

捉えるからこういう善良と悪質な管理なんてあり

えないんだから善良の管理とちょっとこの言葉が

可笑しいような気がするんですがいかがでしょう。

○議長（溝部幸基） 三鹿産業課長。

○産業課長（三鹿菊夫） まず、第３条では町

においてこれを管理しなきゃならないという事で

ございます。第５条においては、委託を受けた漁

業協同組合において善良に管理運営をしていただ

くとそういう条文でございますので、悪質とかそ

ういう事ではございませんのであくまでも委託を

受けた漁業協同組合が善良な管理をしていただく

とそういう意味でございます。

○議長（溝部幸基） １１番金沢秀一議員

○１１番（金沢秀一） どうもうちらの議会基

本条例でも善政競争というのがありましたよね。

この善良というのはどうも納得が私は行かないで

す。もっと別の言葉はないですか。善良な管理で

なくてむしろこっちの３条の方の良好な状態にお

いて効率的に云々というのはうんとぴったりと来

るような感じがするんですが、どうも私には納得

がいかないような言葉だと思うんですがいかがで

しょうか。

○議長（溝部幸基） 三鹿産業課長。

○産業課長（三鹿菊夫） 字句の違いはあろう

と思いますけど意味するところは一緒かとそう思

ってございます。

○議長（溝部幸基） １０番滝川明子議員。

○１０番（滝川明子） 管理規則の第３条

（３）でその他、水産漁獲物の販売に関する事と

あります。先般の質疑の中でも荷捌所が地産地消

を目途に売捌所的活動の展開は出来ないのかとい

った質問をいたしました。その点については、町

長も含み管理委託を受ける組合と検討をするとい

う風におっしゃってたと思いますがいかがですか。

○議長（溝部幸基） 三鹿産業課長。

○産業課長（三鹿菊夫） まず、その議論はで

すね、蓄養施設あった頃からあったと思いますの

で、漁組さんの方でもそれなりに努力はしてござ

います。ただ、荷捌施設でございますので表立っ

てあっては、はりきって小売りするという話には

なりません。ただし漁組さんの方で努力しまして

取扱高を見ますと１９年が１,４００万と。２０

年が２,３００万という小売実績を残してござい

ます。それと加えまして先般もこういう趣旨のお

金で施設をつくるのであるから、これからもっと

その辺は考えて行かなきゃないという話を漁組の

事務レベルの中では話してございますので、その

辺はもっと詰めて行かなきゃならない部分がある

のかなとそう思ってございます。

○議長（溝部幸基） その他ございませんか。

（「なし」という声あり）
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○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め質疑を終

わります。

討論を行います。

（「なし」という声あり）

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め討論を終

わります。

採決を行ないます。

お諮りいたします。

議案第２８号を決する事に賛成の方は起立を願

います。

（賛成者起立）

○議長（溝部幸基） 起立全員であり、議案第

２８号は可決いたしました。

――――――――――――――――――――

◎議案第２９号 平成２１年度福島町

一般会計補正予算（第６号）

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 日程第４ 議案第２９号

平成２１年度福島町一般会計補正予算（第６号）

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

花田財務課長。

○財務課長（花田春夫） それでは議案の３ペ

ージをお願いいたします。

議案第２９号平成２１年度福島町一般会計補正

予算（第６号）でございます。

第１条におきまして歳入歳出にそれぞれ１,２

１０万７,０００円を追加いたしまして、総額を

歳入歳出それぞれ３７億１０万９,０００円とす

るものでございます。主な内容でございますけど

も歳出の方では、新型インフルエンザ予防接種に

係る対応するための費用を追加してございます。

それと９月１日発生三岳団地火災に伴う補修費を

計上してございます。歳入についてはインフルエ

ンザの予防接種のための補助金。４分の３補助で

すけどもその金額の補正。それと三岳団地火災に

掛かる火災保険を補正してございます。その他財

源不足については普通交付税で補填をしてござい

ます。

それでは歳出の方の方から説明いたしますので

１４ページをお願いします。

１款議会費、１目議会費９節で普通旅費で１１

万円の追加でございます。これにつきましては、

当初予定をしていない事案によって支出した為、

今後の旅費について不足が生じるといった事で補

正をお願いするものでございます。

２款の総務費、７目の企画費１２万４,０００

円の追加でございますけども、１節、９節関係ご

ざいますので、総合開発審議会委員報酬並びに費

用弁償。もう一点は、まちづくり推進会議報酬と

費用弁償。それぞれ当初総合開発計画では３回を

予定しておりましたけども、都合４回を開催した

いとそれとまちづくり推進会議についても当初７

回でございましたけども、４回追加しまして１１

回開催すると言った事でのそれぞれ補正でござい

ます。

次に４款の衛生費、２目の予防費１９節で新型

インフルエンザ予防接種費用助成金８９７万３,

０００円の追加でございます。今回の所要見込み

としては１,４５９人を予算措置してございます。

詳細については後ほど担当課長の方から説明がご

ざいます。

次に８款の土木費１目の住宅管理費１５節で三

岳団地１号棟１０３号室火災復旧工事費として２

９０万。これについてユニットバス、脱衣室ある

いはトイレ等の補修をするものでございます。こ

れについても詳細については建設課長の方から説

明を申し上げます。

次に歳入を申し上げますので１０ページをお願

いします。

９款地方交付税、１目地方交付税、４節で普通

交付税で５５７万３,０００円の追加でございま

す。財源調整によって補填財源として交付税を追

加するものでございます。これによりまして留保

財源でございますけども５,７１３万８,０００円

が留保してございます。今後の補正に使用したい

という風に思ってます。

次に１４款の道支出金２目衛生費補助金。７節

で新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減

事業費補助金として４５３万４,０００円の追加
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でございます。所要額の補助対象の４分の３が交

付される予定でございます。

次に１９款諸収入、１目の雑入、８節で火災保

険金収入２００万でございます。掛かる経費の７

０パーセントを見込んでの計上でございます。

以上、簡単ですが説明を終ります。ご審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。

○議長（溝部幸基） 鳴海町民課長。

○町民課長（鳴海清春） それでは議案２９号

関係の新型インフルエンザ予防接種に掛かる助成

について議案説明資料でご説明をさせていただき

ます。

別冊資料の３ページをお願いいたします。

なお、花田財務課長の予算説明と若干重複する

部分もありますのであらかじめご了承願いたいと

思います。

１.新型インフルエンザワクチンの接種につい

て、国の実施要綱の概要に基づきまして、町の実

施内容に関してご説明いたします。（１）として

市町村の役割についてですが、町は接種に必要な

医療機関を確保と住民への周知が主な役割となっ

てございます。また、ワクチンに掛かる費用負担

については、市町村の判断によりまして国及び都

道府県の財政支援のもと、必要に応じて低所得者

の負担軽減を講ずることとなります。（２）の接

種回数についてでございますが①番として２０歳

から５０歳の医療従事者は、１回の接種となって

ございます。その他の方は当面２回の接種となっ

てございますが、今後の臨床試験の結果を踏まえ

て１回にするかの判断については、これから下さ

れる事となってございます。（３）接種費用につ

いてですが国は原則として全国一律に次の実費相

当額を接種者から徴収する事としてございます。

１回目については３,６００円、２回目について

２,５５０円という事で合計２回の接種で６,１５

０円。ただし、１回目と異なる医療機関において

２回目を接種した場合は１回目と同じく３,６０

０円の徴収という事になります。（４）優先的接

種対象者及び接種時期について。新型インフルエ

ンザワクチンは、当面、供給できる量に限りがあ

るため、国において、重症化リスクの観点から優

先接種対象者を定め段階的に実施する事としてご

ざいます。医療従事者は１０月２３日から既に接

種を開始してございます。妊婦と特定疾患者を有

する者が１１月１６日からの接種となり、以下の

表にありますように優先順位に従いまして順次行

う事となってございます。この度はワクチンの確

保が問題となりますが逐次医療医師会と連携を取

りながらワクチンの確保の見通しがたった段階に

おきまして町としても周知を図って行きたいとい

う風に考えてございます。また、現在町内におい

て小学校を中心に大変新型が流行ってございます

が既にかかった方は免疫を持っていると考えられ

る事から予防接種をする必要が無いと考えられて

おりますが、この新型に関しましては正規な検査

を受けている例が少ないという事がございまして

希望すれば接種は可能という事になってございま

す。

なお、ワクチンの接種機関につきましては地元

の２つの医院の他に、現在渡島医師会並びに函館

医師会と交渉を重ねておりましてそこに加盟する

病院であれば受ける事が出来るような手続きを現

在進めてございます。

次に４ページをお願いいたします。

（５）国よる費用負担の軽減措置についてでご

ざいます。

先ほど財務課長の説明でもありましたとおり、

今回は生活保護世帯及び町民税非課税世帯の方の

実費負担について国の方で財源支援をしてくれる

という事で国の負担としては２分の１、北海道と

しては４分の１、市町村の分が４分の１の持ち出

しになりますが、なお４分の１の持ち出しにつき

ましては、特別地方交付税により地方財源措置が

される事になりますので町の持ち出しについては、

無いという事になります。

２番目、町単独の財政支援によるワクチン接種

の範囲の拡大についてですが、今回の新型インフ

ルエンザワクチン接種は死亡者や重症化の発生の

リスクを出来る限り抑える事を主たる目的として

ございます。新型インフルエンザワクチンによる
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入院の状況などでも１３歳未満の率が８割を超え

ており、リスクが子供たちに集中している状況に

ございます。町では国内事情において１０歳未満

の小児の罹患率が高い事などの状況を踏まえ、国

の財政支援の対象となる生活保護世帯や町民税非

課税世帯に加え町単独事業として乳幼児、小学生

などに関わるワクチン接種費用負担の軽減措置を

実施するものでございます。なお、拡大対象の範

囲については、そこの表にありますとおり妊婦、

１歳から小学生、中学生。義務教育までという事

で３点目としては、１歳未満の保護者という事に

なっております。妊婦については４人。②番の１

歳から義務教育を受けてる者まで４３８人。１歳

未満の保護者については３４人と全体として４７

６人を町の単独助成という事で拡大をして行きた

いという事の予算措置でございます。

５ページについては、先ほど財務課長の方の予

算説明がありましたので割愛させていただきます。

なお、次に６ページをお願いしたいと思います。

ただいまご説明した国の軽減対象者及び町の単

独分の対象に関する試算資料を掲載しております

のでご覧いただきたいと思います。優先接種対象

者といたしましては、そこの表のとおり合計とい

たしまして３,１５３人を見込んでございます。

その内接種見込みという事で町の単独分につきま

しては、基本的に全ての方にしていただきたいと

いう事で１００パーセントで見込んでございます。

その他につきましては、例年行われております季

節風のインフルエンザの接種状況を勘案して大体

６割程度の見込みを立てて全体として約６７パー

セントになりますが２,１１４人という事で接種

残を見込んでございます。

その内国の軽減対象となる方々を９８３人とい

う風に見込んでございます。これにつきましては、

そこの下の表にありますとおり税の課税状況及び

乳幼児医療における課税状況参考に試算をしまし

て各々１０パーセントから３４パーセント、７０

パーセントという形の中で試算をさせていただい

てございます。

一番右の方になりますけども町の拡大対象者と

いう事で先ほど説明ありましたとおり４７６人を

町の単独分という事で見込んでこざいます。全体

といたしましては、大体２２.５パーセントほど

になろうかと思います。そのような事で以上、簡

単ですが新型インフルエンザ予防接種に係る予算

についての補足説明を終ります。よろしくご審議

お願いいたします。

○議長（溝部幸基） 川岸総務課長。

○総務課長（川岸勤） インフルエンザ関係で

ですね。学校関係なんですけども疑いも含む罹っ

た人現在今日まででございますけども報告させて

いただきます。福島小学校４２人、吉岡小学校１

９人、福島中学校０人、吉岡中学校７人、吉岡幼

稚園３人、福島保育所３８人、計１０９人。全体

の割合の約２８パーセントがインフルエンザに罹

ったか疑いを含む数の人数と率になっております。

○議長（溝部幸基） 横内建設課長。

○建設課長（横内俊悦） それでは議案説明資

料の１１ページをお開き願います。議案第２９号

関係、町営住宅三岳団地１０３号室火災復旧工事

の実施についてをご説明いたします。

１の目的につきましては、町営住宅三岳団地１

号棟１０３号室で９月１日発生のボイラー排気管

異常過熱発火事故に伴いまして閉鎖状態となって

おります同住宅の火災復旧工事を実施するもので

ございます。

２の事故原因につきましては、設計業者に委託

しまして現在も原因を究明中でございますが現段

階で判明している事はボイラーの経年劣化に伴う

不完全燃焼で壁内部に敷設されている排気管に多

量の煤が溜まりその煤に引火、排気管が異常過熱

した事でコンクリート面に吹き付けられている発

砲断熱ウレタン材が溶解、発火したものと考えら

れております。

３の工事内容につきましては、発砲断熱ウレタ

ン材の溶解及び発火に伴いまして壁及び天井内部

が高温となった事と併せ居室内部に煙が充満し、

発生した煤が天井と伝いまして壁及び壁床内部に

まで付着した事から現在も異臭が漂っている状況

にございます。
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次に掲げる箇所について改修を実施するもので

ございます。①といたしまして火災と高温により

燃焼及び変形したユニットバス、脱衣室、トイレ、

ボイラー設備等の取り替え及び改修工事。②とい

たしまして仕上げ材の裏側に付着しました煤の除

去工事及び臭いが染みついた居間、和室２室、玄

関仕上げ材等の張り替え改修工事を実施するもの

でございます。

４の補正予算額につきましては、工事請負費で

２９０万円でございます。財源内訳の火災保険金

収入で２００万円としておりますのは、火災保険

金収入につきましては、全国自治協会の建物災害

共済の加入率は８０パーセントとなっております

が災害査定を終えていない事から工事請負費の７

０パーセントを計上しております。

次に１２ページをお開き願います。

火災の発生した１号棟１０３号室の平面図と被

害状況を撮影した写真でございますが、平面図に

実際に写真を撮影した位置を①から⑥まで記載し

ております。

① ボイラーの状況写真上部には排気管裏の断

熱ウレタン材が溶けて盛り上がっている状

況が写し出されております。

②の洗面脱衣室と③の浴室点検口から見た洗面

脱衣室天井上の写真は煤の付着状況を写したもの

でございます。同じく④の玄関部分から⑥の和室

１の煤の状況までの写真には壁を伝いまして幅木

部分から漏れた煤及び床下の煤の状況が写し出さ

れております。なお、今回の調査では他の住居に

ついても４戸抽出しまして調査を実施しておりま

す。設計業者の方に依頼して調査をしております

が、中間報告の段階ではボイラー本体に異常燃焼

した形跡は見られず排気管内部の煤の状況につい

ても付着状況は微少で排気等の取り付け状況につ

いても、特に異常は見られないとの報告を受けて

おります。しかし、ボイラーが法定耐用年数の１

５年を超えている事から機器の更新が必要とされ

る事と隠ぺい部の排気等についても適切な排気経

路とは言えないため排気等回りも機器更新と同時

に改修時でさらに安全性が向上するとの指摘を受

けております。この事から法定耐用年数の過ぎて

いるボイラーの更新及び排気等回りの改修等につ

いては正式な調査報告書の提出を受けてから今後

の対応を検討してまいりたいと考えております。

以上で説明を終ります。よろしくご審議のほど

お願いいたします。

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。

質疑を行います。

４番木村隆議員。

○４番（木村隆） 議案の説明資料の３ページ

ですけども医療従事者という事で町内で２３名で

すか。この具体的な対象となる範囲を教えていた

だきたいなと思います。

それと町営住宅の火災についてですけども、原

因がボイラーの経年劣化云々という事なんですけ

ども今後その点検はするという話は聞きましたけ

ども、今まで点検をした事が無かったのかどうか。

その点を伺います。

○議長（溝部幸基） 鳴海町民課長。

○町民課長（鳴海清春） 医療従事者の範囲で

ございますけども基本的には医師、看護師という

事でとらえてございます。ただ、実際の例を見ま

すとかなり医療に従事する事務の方、清掃に関す

る方まで今回の場合なんか打たれたという事で、

かなり医療従事者の段階からワクチンが不足して

いるという情報は伝わってございます。

○議長（溝部幸基） 横内建設課長。

○建設課長（横内俊悦） ボイラーの点検につ

きましては、各戸からちょっと異常等が見られる

という事でうちの方に連絡があった部分について

は点検しておりましたけれども、改めて定期的に

点検をしたという事はございません。

○議長（溝部幸基） ４番木村隆議員。

○４番（木村隆） インフルエンザの方ですけ

ども医療従事者の方のワクチンも不足していると

いう事なんですけども、役場の保健師さんなんか

は医療従事者という事にならないんでしょうか。

自己負担という事で認識して良いのかどうか伺い

ます。
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○議長（溝部幸基） 鳴海町民課長。

○町民課長（鳴海清春） 現状の中では自己負

担という事で認識してございます。

○議長（溝部幸基） ４番木村隆議員。

○４番（木村隆） 分かりました。それで議案

の６ページになんですけども医療従事者の方で

（２）の表ですね。軽減対象が０名という事なん

ですけども、７ページのこの費用軽減事業実施要

綱の２条の（１）ですね。新型インフルエンザ患

者の診療に直接従事する医療従事者で町民税非課

税世帯及び生活保護法による被保護世帯に属する

ものという風に書かれてますけど、この文書の解

釈で本当に良いのか。何かその医療従事者で生活

保護の世帯の方というのは居るのかという風な感

じに私は捉えてしまうんですけども、どうしてこ

ういう書き方なのか伺いたいです。

○議長（溝部幸基） 鳴海町民課長。

○町民課長（鳴海清春） 基本的には条文の中

に全ての要件と言いますか、あらゆるものを網羅

するというのが基本的に条文の定義だと思ってご

ざいます。医療従事者の中にそういった方々が限

りなく居る可能性は少ないんだと思いますけども

あるという事が想定されますので、条文の中で当

然その対象者を洩らすという事になりませんので、

そういう謳いこみをしておかないと万が一医療従

事者の中でそういった方々が出た場合その方々が

打てないという状況にもなりますので、それらを

救うという事でこういう文言で正しいと思ってま

す。

○議長（溝部幸基） その他。

２番川村明雄議員。

○２番（川村明雄） まずインフルエンザの件

でありますけれども、ある高齢の町民が町から回

覧が来まして早く打ちたいという事で病院に行き

ましたら既にワクチンが無いので入るまで待って

下さいと。時期が分からないという事でございま

して、ただいま鳴海課長からもワクチンの調達に

よって町民周知を図って行きたいという事なので

その図り方という事なると思うのですけれども報

道では子供たちが亡くなるという事で非常に過熱

まで行かないですけどもそういうニュースを聞く

とやはり高齢者の方は危機感を生じたする人も居

るのかなという風に思います。周知方法ですけど

も回覧等でやる事になるでしょうけどれも、遅い

地区と早い地区があったりして、また隣の地区で

も俺のところにまだ来てないとかという場合もあ

ると思うんです。そういう事で緊急を要するって

いうような待ち方になっているので、例えばいつ

いつから出来ると言った時点で防災無線等で先に

周知するという事はどのようなものでしょうか。

それとボイラーの件ですけれども、ただいま横

内課長から法定耐用年数１５年を過ぎたボイラー

施設を取り換える事については、今後の課題とし

たいという、今後の対応という趣旨の説明であっ

たんでないかと思うんですけども、そうでなくて

今回取り換えるという風に私思ってたんですけど

間違いなんでしょうか。

○議長（溝部幸基） 鳴海町民課長。

○町民課長（鳴海清春） 川村議員の質問です

けども多分不足しているというのは、多分高齢者

の方々で従来行っている季節型のインフルエンザ

のワクチンの事だと思います。町におきましては、

今回新型の関係もありまして一月前倒しして１０

月から小笠原先生はじめ深浦先生のご協力いただ

きまして実施をいたしました。ただ、ワクチンの

確保が通常の７割、８割という供給量だという事

で聞いてございます。それはなぜかというと新型

インフルエンザの製作にシフトして旧来型のやつ

をある程度抑えたという事もありまして、若干当

初予約した方々の中でも実施出来ないという事の

声は聞いて大変ご迷惑をかけたという事も聞いて

ございます。それと高齢者の方につきましては、

周知方法という形の話もありましたけども高齢者

の方については私どもとしてはある程度肺炎球菌

ワクチンを打ってございます。肺炎球菌ワクチン

につきましては、新型インフルエンザに直接効く

という事ではございませんが新型インフルエンザ

によって肺炎を起こすという事によって重症化す

るという事を防ぐという効果がございますのでそ

ういった意味では町の場合７割型の高齢者の方が
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そういう既にワクチンを打ってございますので、

その辺については多少安心かなという風に思って

ございます。それと周知報告でございますけども

今日の議会が終わり次第町といたしましては町の

考え方について、全戸配布でチラシでお知らせし

たいという風に思ってございます。その後ある程

度先ほど言いました通りワクチンが確保されない

と病院に予約しても出来ない状況が続きます。そ

ういった事もありますので町といたしましてはこ

まめに対象者に直接案内をさし上げて、いつから

出来ますよとかこういう形で出来ますという形を

徹底して行って行きたいという風に思ってござい

ますので、防災無線を使ってという事でなくて個

別案内の形の中で周知をして行きたいという風に

考えてございます。

○議長（溝部幸基） 横内建設課長。

○建設課長（横内俊悦） 基本的に１５年以上

過ぎた物については、取り換えるという基本的な

考えは持っております。ただ、現在１５年以上過

ぎたボイラーというのが４８台設置されておりま

して来年になるとさらにまた１２台増えて６０台

という台数になります。まだ、設計業者の方から

正式な調査報告書の方があがって来ておりません

ので、そういう部分も含めてちょっと取り替え台

数もかなり多いという事もありまして、今後の対

応について年次計画を持って早急に取り換えて行

くのか来年度で一括してやるのかという部分につ

いては、これから検討して行きたいという事でご

ざいます。

○議長（溝部幸基） ２番川村明雄議員。

○２番（川村明雄） インフルエンザのワクチ

ンについては理解いたしました。どうか公正な方

法で、早い方法で周知、個別という事なんで安心

しました。

それからボイラーの件ですけど経済福祉常任委

員会でもちょっと聞いてたんですけど建設課長の

方にまで伝わっていなかったかもしれませんが今

回この対象となったところはボイラーは新しくす

るのでしょうか。今回こういう事故で人命に支障

無かったという事で本当に不幸中の幸いだったの

かなと思いますけれども、やはりボイラーをなか

なか個人が入居して個人が気を使って見るという

ところまでなかなか無いとものという風に思いま

すので定期的な点検管理というのが必要だと思う

のですけどその前に設備等の取り換えという事な

もんですから、これボイラー入ってるのかと思う

のですがここはどうなんでしょう。

○議長（溝部幸基） 横内建設課長。

○建設課長（横内俊悦） 今回の工事請負の中

にはボイラーの交換等含んでおります。

○議長（溝部幸基） ２番川村明雄議員。

○２番（川村明雄） 今回何十個かある設置し

てる中での１個の事故という事でこれを機にさら

に点検管理状況を抑えて行くという風に思います

けれども、私もこの写真を見てここまでなるのに

相当日数が何回も繰り返されたのかなと思うのと、

一つの事件で約３００万も有するという事なもの

ですから大変な改修費だなという風に思ってます。

何とかこういう事故繰り返さないような手段で講

じて行っていただきたいという風に思って終りま

す。

○議長（溝部幸基） その他質疑ございません

か。

１番佐藤卓也議員。

○１番（佐藤卓也） 説明資料の４ページの４

行目ですか。市町村の負担分については、特別地

方交付税よる地方財源措置がなされるという事な

んですけれども、これ確認なんですけれど今回は

地方交付税として歳入５５０万ほど入るのですが

要するにこの新型インフルエンザというのは町が

４分の１を負担するという風にありますけれども

地方交付税の方で賄われるという風な形で考えて

良かったでしょうか。

それともう一つさっき総務課長の方から今日ま

での新型インフルエンザに罹った人数として福島

保育所３８名という数字出てましたけれども、閉

園という形にはなっていないんですが、最初僕１

名でも学校とか休校というんですか、閉鎖という

風に聞いてたんですが保育所の場合は、３８名６

０名中の３８名と言ってもほとんど１０名も来て
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いないみたいなんですけども、それが休園になっ

ていないというのは何らかの理由があると思うの

ですがその辺をお伺いしたいなと思います。

○議長（溝部幸基） 花田財務課長。

○財務課長（花田春夫） 新型インフルエンザ

の交付税算入という事で４ページにも記載してお

りますけども普通交付税じゃなくて特別交付税で

す。特別交付税の場合はご存じのとおり１２月算

定、それと３月算定という風に２回に分けて行き

ます。ですから新型インフルエンザについては、

これからの事業の展開になりますので３月の算定

時には算入されるものという風に思ってますので、

ただ額についてはこれから接種の仕方等も含めて

詳細の部分出て来ますのでその時点で算定基礎数

値を報告しながら受けたいという風に思ってます。

○議長（溝部幸基） 川岸総務課長。

○総務課長（川岸勤） 保育所の閉園、こんな

にたくさんの疾患が出て閉園出来なかったのかと

いうご質問でございますけどもご承知のとおり保

育所については、就労者の関係で子供を受けると

いう事で実際多数になった時に皆さんに連絡をし

まして、そして子供さんの引き取ってもらうよう

な形の中でお願いしたんですけども、どうしても

２名の方が対応が出来ないという事で、その２名

の方についてはインフルエンザに罹っている訳で

はない健常な子供でございましたので、そういう

家庭の事情もありまして閉園しない形の中で保育

所を運営したという実態がございます。

○議長（溝部幸基） 暫時休憩致します。

――――――――――――――――

（休憩 １０時５８分）

（再開 １０時５９分）

――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

５番加藤雅行議員。

○５番（加藤雅行） まずインフルエンザに関

しまして説明で町内の学校、保育所等のインフル

エンザＡ型に罹ったという人の報告は今お聞きし

ましたけども、私見てる限りにおいては一般成人

の方の２５歳ぐらいまでも結構罹ってるんです。

それから酷いところかどうかこれ分からないんで

すけども保育所例えば幼児ですね。幼稚園かどっ

か分かりませんけどもそのくらいの子供が罹った

家の母親も罹ってるような状況あるんです。です

から町としては、やはり折角あそこまで説明をす

るのであれば、きちんと医療機関等に聞いてそこ

ら辺の事もやっぱり報告するべきだろうと私は思

うのです。ですから分かってるのであればまずそ

こら辺を教えてもらいたいとこう思うのです。

それともう１点。結局そういう事からすると医

療従事者に関してＡ型の今のワクチンを打つんで

すけども、町内において絶対高齢者は罹らないと

か何かでないという事は分かりましたよね。これ

何となく先ほどの鳴海課長の方からの話で高齢者

は肺炎球菌ワクチンそれを打ってるから罹る確率

が低いんだとなった場合としても。分かりますけ

どもやっぱり喘息を持ってる方とかやっぱり体力

が落ちている方というのはやっぱり危険な状況に

関しては変わりないと思うんですよ。町内におい

てやっぱり医療従事者の他に先ほど４番議員の方

から出てましてけども、私も保健師もそうかなと

思うんですけども、特別養護老人ホームここに従

事されている方々。これ若い方も多いんですよね。

という事からしますとやっぱりノロウイルスだっ

てＯ－１５７にしてもやっぱり割と来場そういう

施設に来た方だとかそれからそこに勤めてる方と

か、そういう方が保菌をする事によってなる率が

あるという事は前々から分かってるんですから、

こういう事を今回医療従事だけでなく介護従事で

も重度の方々を抱える所の人たちに対して早急に、

これを対応するべきでないのかなと思うんですけ

ども、ここら辺をどう国の政策によって違うから、

決められているからそうなんですけども、町長と

してこれは国だけの問題でないんです。これ町内

のこれ大事な町民の問題なんですからそこら辺を

どう考えているのかお答えしてもらいたいなとこ

う思います。

それとボイラーの件なんでございますけども、

先ほど色々説明の中で設計をされた方と今調査中
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だという事でまだ結果出ないんですけども、大体

何となく煤がいっぱい溜まったのがそうでもない

とか何となく解って来たような気もするんですけ

ども、課長のお話を聞いてましてもそれから前々

から私質問した時からを考えましても、どうも今

建てた建て方それからボイラーの耐用年数、そう

いう事でやってるんですけどもちょっとこれ聞き

づらいというかあれなんですけども、今回の火災

というかそれに行くまでのあたって利用されてい

るま住んでいる人ですね。このボイラーを例えば

長時間に亘って焚いていたとかそういう事実はど

うなんですか。それは本人に聞き取りそういう風

な問題はあるのかなと思うんですけども、おそら

く１５年以上前であれば例えばですよ。お風呂の

ボイラーは空焚き防止だとか色々あるんですね。

やっぱり今現在であれば。そういう風なものがこ

の機種には例えば長時間使った場合には止まるよ

うになってるとか、そういう風なものも含めて検

討されていたのかどうなのかそこら辺お答えして

もらいたいと思います。

○議長（溝部幸基） 暫時休憩致します。

――――――――――――――――

（休憩 １１時０４分）

（再開 １１時１８分）

――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

村田町長。

○町長（村田駿） まず５番加藤議員の方から

はインフルエンザに関してご質問あったところで

ございますけども、まずその段階におきまして財

源的に正直言いまして余裕があれば一人でも多く

の方々を町の単独でもやりたいという意向は私自

信持ってございましたが、そういう中でやはり先

ほど説明されておりますとおり今申し込んでもワ

クチンが１月以降でなければ入らないというそう

いう現実的な実情もある訳でございます。そうい

う中でやはり特に若い子供方を中心にやはりイン

フルエンザが流行していると。ご案内のとおり町

内では先ほど来資料に基づいて説明されておりま

すとおり軽減対象者９８３人。そして町としての

中学生等を入れた中で拡大、この度補正予算の中

で拡大したいというのが４７６人とそういうよう

な形の中で今取り組んでいる訳でございますが、

是非今優先順位等から行ってもその医療従事者を

始め、やはりまずもって中学生までの児童生徒を

優先した中で１月中にはワクチンの接種を一つお

願いしたいなとそういう事で今進めております。

併せてまた関連の中で陽光園等の事例が出されて

ご質問もございました。従来からは陽光園におき

ましては色んな例えばノロウイルスという事も先

ほど発言の中でありましたけども、集団風邪等に

おいては法人としては陽光園ぐるみで今まで率先

して予防接種等については対応しておりますので、

これらについてもまた、今日の議会で議員の方か

らご質問あった事も含んで陽光園の今後の対応等

については勤めて行きたいし、私どもも陽光園と

してやはり入所されている方が高齢者が多い、そ

して体の弱い方が多い訳でございますので従事者

等については是非早い機会に園として対応お願い

したいという方向の中でこれから協議して行きた

いとそのように考えておりますのでご理解のほど

お願い申し上げます。併せてまた、町内の内科医

の方から高齢者が今の新型インフルエンザに罹っ

たとそういうような報告は受けてございませんが

やはり今後はやはりそういう心配も出て来るのか

なとそういう思いはしてございますが、これから

の町内の内科医等とも協議をしながら町内の新型

インフルエンザの拡大等については、十分に把握

しながら改めてまた今後の対応については、検討

してまいりたいとそのように思っておりますので

ご理解のほどお願い申し上げます。

○議長（溝部幸基） 横内建設課長。

○建設課長（横内俊悦） 加藤議員からのご質

問でございますけれどもボイラーを長時間に亘っ

て使ってたのかという事なんですけれども、丁度

事故が発生した当時風呂の方にお湯を溜めていま

した。大体自分が入った時には７、８割溜まって

たような状況でしたので大体お湯を満タンにする

のに１５分くらいという事なんで１０分以上は連
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続してボイラーの方を使ってたのかなと思います。

それとボイラーの方に空焚き機能等、そういう空

焚き機能については付いております。それとバー

ナーが高温になりますと自動的にストップすると

いうものは付いております。ただ、今回事故発生

したのは排気等部分の煤に引火したという事で排

気等自体にはセンサーが付いておりませんのでそ

ちらの方がやはりボイラーが劣化してたという事

で排気等の方に煤が溜まってそれに引火したとい

う事でございます。

○議長（溝部幸基） ５番加藤雅行議員。

○５番（加藤雅行） 町長の方から答弁がござ

いましたけども国の政策というかそういう中で今

回のＡ型インフルエンザに対するワクチン接種、

これが医療従事者から始まって主に幼児、小学校

低学年それから中学校こういう形の中で順次やっ

て行くという事、これはワクチンが足りないとい

う事もあるので致し方ないとは私としてもそう思

うんでございますけども、これなかなかない物を

打てって言ったってないんですからこれはどうし

ようもないという事解りますけども、ただ全体的

の中で今すぐやれっていう風なつもりで私は言っ

てるつもりはないんですけども、出来るだけやっ

ぱりそのワクチンに余裕というかそういう形のも

のを見える時あるいはそういう時に関して言うん

であればそういう事も一つ町長の今お話あったよ

うに視野に入れながらやるべきだろうと。特にそ

こを管理をして運営をされている陽光園、そこの

方々についてはくれぐれも是非そこに入所されて

いる方に健康を第一に考えて対応してもらいたい

とこういう風に私からも思いますので言っときま

す。

それと住宅の方の火災に関して言うならば結構

設備はきちんとしてるというか聞いていますとそ

ういう感じなんですね。ですから確かに排気等の

中のセンサーが付いてないというのが今回の問題

になった時の遅れに繋がったのかなとは思います

けども、出来るだけ今後まだ可能性としてさっき

２番議員からも質問ありましたけども、今すぐど

うこうという風な対応は出来ないような感じはし

ますので出来る限りやっぱりそこに居住されてい

る方にそこら辺今回の事を踏まえまして、是非一

体となって管理をして行ってもらいたいなとこう

いう風に思います。ですからそこら辺の事に関し

て言えば是非やっぱりこの先心配だという事も含

めて、是非設計されている方とそこら辺の事も相

談してもらいたいなと思います。答弁は良いです。

○議長（溝部幸基） その他質疑ございません

か。

１０番滝川明子議員。

○１０番（滝川明子） 重症化が心配されてい

るというその基礎疾患を有する方。その基礎疾患

はどういった疾患でございますか。

○議長（溝部幸基） 鳴海町民課長。

○町民課長（鳴海清春） 基礎疾患につきまし

ては、基本的に糖尿病等持ってる方が対象になる

訳でございますが、町といたしましては基礎疾患

の方については、資料にありますとおり生活保護

者並びに町民税非課税対象者を財政措置する形で

負担軽減を図って行きたいという風に思ってござ

います。

○議長（溝部幸基） １０番滝川明子議員。

○１０番（滝川明子） 糖尿病だけですか。基

礎疾患という風におっしゃっても町民の方は私も

含めて糖尿病だけではなくあるのではないかと思

うのですが病名を明記する必要は周知する段階で

はあるのではないでしょうか。

○議長（溝部幸基） 鳴海町民課長。

○町民課長（鳴海清春） 特定疾患につきまし

ては、色々項目がありますのでここではちょっと

代表的な例として糖尿病挙げさせていただきまし

たけども、それにつきましては基本的に主治医の

先生がある程度見た手をした中でワクチンが必要

であれば接種をするという形になると思います。

ただ、糖尿病だけかという事ではなくてあくまで

も色んな事例があります。相当数項目に亘ってあ

りますのでそれに関しましては町の方としては今

日の議会が終りましたらある程度対象の範囲にあ

る程度町民の方々にお知らせをするという形にな

ろうかと思います。ただ、これに関しての把握に
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ついては今申し上げましたとおり主治医の先生で

なければなかなか分からない分野でございますの

で個別に案内という事には多分ならないと思いま

す。ある程度主治医の先生のところにそういった

項目に当てはまる方がまず相談をされてその先生

の判断の中である程度。していただくと。また、

地元で打つようになると当然その主治医の先生か

ら証明書をいただいて地元の方の病院でする事に

なりますのでそういった事でご理解をいただきた

いと思います。

○議長（溝部幸基） １０番滝川明子議員。

○１０番（滝川明子） 基礎疾患色々あるとい

う風に私も思うのですが、主治医の先生の知ると

ころ指導の下という事になりますと疾患ですから

必ずしも町内のお医者様とは限らない場合も多い

ですよね。そういった意味では本人がどこの病院

にかかろうとも主治医の方にお話をしてという事

になろうかと思いますので、周知については相当

緻密なものが必要になるんでないかという風に考

えます。その辺りはどのようになさるんでしょう

か。

○議長（溝部幸基） 鳴海町民課長。

○町民課長（鳴海清春） 特定疾患につきまし

ては、色んな先ほど言いましたとおり慢性疾患と

か色々ございますのでその病院、病院で多分受け

られた方がよろしいかと思います。それで先ほど

資料の説明の中でもご説明しましたとおり地元の

医師の他に渡島医師会、函館医師会と契約を結び

ますので、そちらの方で接種される方についても

今回の助成対象になりますのでそこのところにつ

きましては、町の方から病院の方に案内も差し上

げますのでそういった形の中で通院されてる中で

多分患者さんが相談をされた時に適切な処置をし

てくれるという風に判断してございます。

○議長（溝部幸基） ９番平野隆雄議員。

○９番（平野隆雄） 新型インフルエンザのワ

クチンの接種の事でお聞きいたします。

順調にワクチンが回って来るのは１月から２月

という事ですとまだ２カ月ある訳ですね。その間

が心配される訳で是非ともそれは１日でも早く町

内に入って来ると言いますか、町内のそういう接

種を１日でも早く望む事だろうと思いますけども、

先日１１月３日の函館新聞なんですけども保育所

の記事が載ってます。インフルエンザの集団感染

があったと発表したと。問題は新型なのかそれと

も季節性のインフルエンザなのかという事は把握

してますか。これ保育所、例えば今日の人数です

と３８名この中の識別と言いますかそれはどうい

う風になって報告を受けているのか。それから先

ほど来陽光園とかという話それから保健婦さんの

話も出てますけどもこれだけ保育所が蔓延してま

すと保育所の先生方はどうなのかと。それも新型

なのか季節性なのかその辺がまずきちんと捉えな

いとまだ２カ月もかかる訳ですから季節性のもの

であればすぐあるという風な対応は出来るのでは

ないかと思うのですがその辺はどうなんでしょう

か。

○議長（溝部幸基） 鳴海町民課長。

○町民課長（鳴海清春） 現在の検査体制でご

ざいますけども、基本的にＡ型かＢ型かの判定は

してございますけども新型か季節型かという判定

と言いますか新型であるという確定につきまして

は、ある程度きちんとしたその機関において検査

を要しますので現在の段階ではそういった行為は

してございません。それをしてますとかなり検査

機関がパンクする状態でかなり蔓延してますので、

今のところはある程度疑いがあるという判断の中

で医療処置をしているというのが現状でございま

す。それと保育所の保母さんの関係ですけども実

際インフルエンザの疑いがある方が現在１名かか

っておりまして、その方は現在休んでるというと

ころでございます。

○議長（溝部幸基） ９番平野隆雄議員。

○９番（平野隆雄） だからそのＡなのかＢな

のかＣなのかそれが解らないと、治療と言います

かそのワクチンの接種の方法がないんじゃないで

すか。新型だけが今遅い訳ですよね。何カ月もか

かると。普通の季節性のワクチンはあると思うん

です。だからそこをきちんとそれは町内の病院で

もどこでもあると思うのですが、それは急がない



－ 17 －

と思うんだけどもどうなんですか。

○議長（溝部幸基） 鳴海町民課長。

○町民課長（鳴海清春） 今の政府の方針とい

たしまして今言ったような形できちっとしたその

新型の判定については今出来ていないというのが

現状でございます。平野議員おっしゃるとおり季

節風と新型の区別がつかなければ処置が出来ない

かという事なんですけども、季節風のワクチンに

つきましては新型に効果はあるという事ではござ

いませんのでそれについてはあくまでも従来の季

節型に対しての予防措置という事になってござい

ます。それで先ほどの中でも説明させていただき

ましたが実際季節型のワクチンにつきましても昨

年の７割方くらいしか医院の方には入ってないと

いう状況の中で、やはり皆さん町民の方も心配さ

れて季節に罹らないうちに新型を打ちたいという

のは心理だと思います。そういった中で多少不足

しているという情報は入っておりますがそういっ

た中で新型のワクチンについてもこれから１１月

末から順次入って来て１２月という形になります。

ただ、新型ワクチンの今回の目的としては、新型

インフルエンザに罹らない事を予防するのではな

くて、罹った方が重症化しないためにワクチンを

接種するというのが今回の目的でございますので

多少従来型と新型のワクチンの性質とは若干違う

んだという風に思ってございます。ただ、その判

定につきましては、当然お医者さん判断の中であ

る程度みたてをした中で適切な処置がされている

という風に理解してございます。

○議長（溝部幸基） その他。

（「なし」という声あり）

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。

討論を行います。

（「なし」という声あり）

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第２９号を決することに賛成の方は起立を

願います。

（賛成者起立）

○議長（溝部幸基） 起立全員であり、議案第

２９号は可決いたしました。

――――――――――――――――――――

◎議案第３０号 平成２１年度福島町

水道事業会計補正予算（第４号）

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 日程第５ 議案第３０号

平成２１年度福島町水道事業補正予算（第４号）

についてを議題と致します。

提案理由の説明を求めます。

横内建設課長。

○建設課長（横内俊悦） それでは議案の１７

ページをお開き願います。

議案第３０号平成２１年度福島町水道事業会計

補正予算（第４号）の提案内容についてご説明い

たします。

今回の補正の内容でございますけれども吉田橋

架替工事に伴い支障となります水道配水管につい

て本橋の取り壊し工事が始まる来年７月末までに

移設を完了しなければならい事から、福島大橋へ

の移設が可能がどうかを判断するため橋梁対応力

構造計算等の検討を設計業者に委託しておりまし

たが、検討の結果移設が可能との報告を受けまし

たので函館土木現業所と協議を行い、福島大橋に

移設する事で協議が整ったところでございます。

これにより取り壊しの始まる来年７月末までに移

設を完了するためには本年度中に実施設計を終え

ていなければならない事から福島大橋水道配水管

架設工事にかかる実施工事設計委託料と工事負担

金等算定のために必要となります吉田橋比較設計

委託料について追加補正するものでございます。

それでは予算第２条の業務の予定量についてで

すが（４）の主要な建設改良事業、（ア）として

配水管整備事業３,０５０万円を３,６００万円と

するものでございます。

第３条予算第４条本文括弧書中「資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額５,８７４万

８,０００円、過年度分損益勘定留保資金３９８
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万５,０００円、当年度分損益勘定留保資金３,４

７６万３,０００円、減債積立金２,０００万円」

を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額５,９０４万８,０００円、過年度分損益勘定

留保資金３９８万５,０００円、当年度分損益勘

定留保資金３,５０６万３,０００円、減債積立金

２,０００万円」に改め、資本的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正するものでございます。

収入につきましては、１款の資本的収入に５２０

万円を追加し、第１項の道支出金を５２０万円と

するものでございます。支出につきましては、第

１款の資本的支出５,８７４万８,０００円に５５

０万円を追加し、６,４２４万８,０００円に第１

項の建設改良費は、３,４３２万１,０００円に５

５０万円を追加し、３,９８２万１,０００円とす

るものでございます。

それでは議案の２２ページをお開き願います。

平成２１年度福島町水道事業会計補正予算実施

計画説明書、資本的収入及び支出の支出について

ご説明いたします。

１款資本的支出、１目配水管整備費に５５０万

円の追加でございます。委託料として福島大橋水

道配水管架設工事実施設計委託料で５２０万円。

吉田橋比較設計委託料で３０万円の追加でござい

ます。内容につきましては、先ほどご説明申し上

げましたとおり福島大橋に架設するための実施設

計委託料と工事負担金等を算定するために必要な

吉田橋架設の場合の比較設計委託でございます。

なお、福島大橋配水管架設工事実施設計委託料に

つきましては、北海道の全額負担となっておりま

すが吉田橋比較設計委託料につきましては全額町

負担となっております。

それでは前のページ議案の２１ページをお開き

願います。

資本的収入及び支出の内、収入でございます。

１款資本的収入、１目道負担金に５２０万円の

追加でございます。工事負担金として福島川総合

流域防災工事付帯上水道管移設工事負担金で５２

０万円の追加でございます。これは支出の方でご

説明申し上げました福島大橋に架設する分にかか

る北海道からの工事負担金でございます。

以上で説明を終ります。よろしくご審議のほど

お願いいたします。

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。

質疑を行います。

（「なし」という声あり）

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。

討論を行います。

（「なし」という声あり）

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第３０号を決することに賛成の方は起立を

願います。

（賛成者起立）

○議長（溝部幸基） 起立全員であり、議案第

３０号は可決いたしました。

――――――――――――――――――――

◎発議第１号 福島町議会基本条例の

一部改正について

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 日程第６ 発議第１号福

島町議会基本条例の一部改正についてを議題と致

します。

提案理由の説明を求めます。

１０番滝川明子議会運営委員長。

○１０番（滝川明子） 議会提出議案をご覧下

さい。

発議第１号福島町議会基本条例の一部改正につ

いて提案説明いたします。

議会提出議案説明資料をお開き願います。

提案の理由は、議会基本条例第１１条議決事件

の拡大に定められている１１の重要な計画等の内、

名称変更の生じた計画があることと、新たに重要

な計画が策定されることから、当該条例の一部を

改正するものです。

条例改正の主な内容ですが名称が変更となる計
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画は、現行福島町自立プランから変更後福島町ま

ちづくり行財政推進プランとなります。町におい

て、現行の自立プランに変わる新たな行財政計画

として、「福島町まちづくり行財政推進プラン」

を策定中である事。そして新規計画は福島町地域

福祉計画です。社会福祉法第１０７条市町村地域

福祉計画に基づき、地域福祉のあり方や推進に向

けた基本として策定中であること。

よって号の整理は、次ページの主要計画体系図

のとおり号を整理するものであります。

施行期日、交付の日から施行するとございます。

議案の内容については、改正前、改正後の比較

で載ってございます。ご参照下さい。どうぞご審

議ほどよろしくお願いします。

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。

質疑を行います。

５番加藤雅行議員。

○５番（加藤雅行） 提案者にお伺いをしたい

んですけども、条例改正の主な内容の中の（１）

名称が変更となる計画という事で自立プランがま

ちづくり行政推進プランとこのようになると。こ

れは、私考えますにこれは名称が変更になるもん

でないんでないかなと思うんです。新たにこれは、

福島町まちづくり基本条例も出来ましたけども、

自立プランとは別な形の中でこれから後期計画も

含めて推進して行く本当のまちづくり行財政推進

プランになると思うんですけども、単なる名称変

更という形の捉え方で行くとなれば自立プランの

趣旨をそのまま継続しながらこのまちづくり行財

政推進プランになるんだという風な捉え方で良い

のかどうなのか。その提案の考え方どういう風に

なってるかお伺いします。

○議長（溝部幸基） １０番滝川明子議員。

○１０番（滝川明子） ５番加藤議員のおっし

ゃるとおりの内容でですね。名称は確かに変更に

なったものという風に考え提案いたしました。補

足がありましたらどうぞ事務局等お願いします。

○議長（溝部幸基） 石堂議会事務局長。

○事務局長（石堂一志） ただいまの加藤議員

の質問ですが現在の自立プランという名称ですが

これは今議会運営委員会の委員長が答えましたと

おり、福島町まちづくり行財政推進プランという

事で現在以前の自立プランの内容は後期に向けて

作業を進めております。

しかし、名称自体をただいま申し上げましたま

ちづくり行財政推進プランという風に変えるとい

う事で執行者側の方から提案がされておりますの

で、今回の条例改正を行うという内容でございま

す。

○議長（溝部幸基） ５番加藤雅行議員。

○５番（加藤雅行） ちょっと理解し難いとい

うかこれ議会提出議案なんで、今のお話それから

こちらのお話聞いてましても名前だけではないと

いう風な言い方もされてますね。もちろん中身も

相当変わって来るという事になれば。それと今事

務局長の方からお話であれば町長側の方でこうい

うまちづくり行財政推進プランというものをつく

るからそういう事であげて欲しい、やって欲しい

という風な言い方に近いお話されてたんですね。

という事であれば私は名称が変更となる計画とい

うよりも自立プランというのは役目を一つ終えた

んでないかなと。これは立派な一つの自立プラン

を立てて計画して、そして今までに至るまでやっ

て来たんですから、それをやっぱりこのまま引き

継ぐってのはこの趣旨だけでよろしんですから、

新計画の中の一つの中に含めるぐらいの気持ちを

持っても良いぐらいの大事なもんではないかと思

うんですけども、そこらへんは１０番の議会運営

委員長として私の意見にそこまで言うのであれば、

どうお考えなるのかその辺お願いします。

○議長（溝部幸基） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 １１時４９分）

（再開 １１時５３分）

――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

その他。

（「なし」という声あり）
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○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。

討論を行います。

（「なし」という声あり）

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。

採決を行います。

お諮りいたします。

発議第１号を決することに賛成の方は起立を願

います。

（賛成者起立）

○議長（溝部幸基） 起立全員であり、発議第

１号は可決いたしました。

――――――――――――――――――――

◎閉 会 の 議 決 ・ 閉 会 宣 告

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 以上で、平成２１年度福

島町議会定例会１１月会議に付議された案件の審

議を、すべて終了いたしましたので平成２１年度

福島町議会定例会１１月会議を終了いたします。

どうもご苦労さまでした。

――――――――――――――――――――

（休会 １１時５４分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

北海道松前郡福島町議会

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


